
札幌市水道業務継続計画（地震編）〔概要版〕 

 

 

 

 

 

震度 水道施設 

７ 資材センター 

６強 

水道局本局庁舎、新琴似庁舎、豊

平庁舎、平岸庁舎（無人）、配水

センター、白川浄水場 

図-1 業務継続計画の効果に係るイメージ 

出典：「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継

続の手引き」（令和５年５月改定,内閣府）を基に当局作成 

平成 28 年９月 策定

令和６年３月 改定

図-2 上位・関連計画等と本計画の位置づけ 

図-3 月寒断層の地震の震源断層と震度分布 



６弱 

川沿庁舎、八軒庁舎、厚別庁舎（無

人）、藻岩浄水場、水質管理セン

ター、水道記念館 

危険度 水道施設 

高い 水道局本局庁舎、新琴似庁舎、資材センター 

ある 八軒庁舎、厚別庁舎（無人） 

図-4 当局全体の職員参集予測 

図-5 本計画の対象業務（非常時優先業務） 



【一例】 

② 人員体制 

職員（人員）は、業務継続に不可欠な業務資源であり、業務継続全体を左右するため、人員の

確保や体制の見直しに努める。 

取組 ア 職員配備計画の更新 

    イ 非常時優先業務の継続的な見直し 

    ウ 内部・外部の人的資源管理 

    エ 職員参集訓練の実施 

【一例】 

⑧ 職員用の食料、飲料水、生活用品等 

職員用の食料等は、①備蓄、②職員参集時の持参、③外部からの調達等により確保する。非常

時優先業務に従事する職員のための食料等の必要量の把握と備蓄に努める。 

取組 ア 食料、飲料水等の自主的確保の推奨 

    イ 職員用の食料等の備蓄、管理体制の構築 

    ウ 職員用の毛布等の備蓄、管理体制の構築 

    エ マニュアルやチェックシート等の整備・充実  

【一例】 

⑥ 応急給水 

発災直後の応急給水活動に係る人員及び資機材の不足が予想されており、その対策を進める必

要がある。 

取組 ア 応急給水に関する事前準備 

    イ 応急給水に係る人員確保 

    ウ マニュアルやチェックシート等の整備・充実 




